
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 26 年１月から３月の裁決事例を公表          

Ｑ：平成26年１月から３月の裁決事例が公

表されたそうですが、どのようなものがあり

ましたか？                                        

                                              

Ａ：次のようなものがありました。 

【解説】 

さきごろ、国税不服審判所から平成26年１

月から３月の裁決事例が10件公表されました。 

主なものには、次のようなものがあります。 

 【所得税法関係】 

 ・ロータリークラブの会費等は必要経費に算

入できないとした事例…司法書士業を営む請

求人が支出したロータリークラブの入会金及

び会費は、そのクラブの会員として行った活

動は、司法書士の業務と直接関係するものと

いうことはできず、また、その活動が司法書

士としての業務の遂行上必要なものというこ

とはできないため、事業所得の金額の計算上、

必要経費に算入することはできないとしまし

た。 

 【消費税法関係】 

 ・請求人が販売員に支払った金員は給与等に

該当するとした事例…各販売員は、請求人の

指揮監督を受けるとともに、時間的拘束を受

け、役務の提供の代替が認められていなかっ

たこと、さらに、本件各販売員の役務提供に

至る経緯等を併せ考慮すれば、本件各販売員

に支払われた金員は、いずれも雇用契約に基

づき、自己の危険と計算によることなく、使

用者の指揮命令に服して提供した労務の対価

として支給されたものといえ、給与等に該当

すると認められるとしました。 
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